
（案）

防衛省訓令第 号

公文書等の管理に関する法律（平成２１年法律第６６

号）第１０条第１項の規定に基づき、防衛省行政文書管

理規則の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２３年 月 日

防衛大臣 北澤 俊美

防衛省行政文書管理規則の一部を改正する訓令

防衛省行政文書管理規則（平成２３年防衛省訓令第１

５号）の一部を次のように改正する。

第６条第２項の表防衛研究所の項中「防衛研究所総務

課長」を「防衛研究所企画部長」に改める。

附 則

この訓令は、平成２３年９月１日から施行する。


